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(57)【要約】
【課題】損傷を抑制するとともに構造性能をより一層向
上させることができる架構体及び建物を提供する。
【解決手段】左右の柱Ｃ１，Ｃ２の一方の上端部または
下端部から他方の柱Ｃの中間部に延びる第一～第四の斜
材１１，１２，１３，１４と、第一～第四の斜材１１，
１２，１３，１４の他端部と柱Ｃ１，Ｃ２の中間部とを
接続する第一～第四の接続部材２１，２２，２３，２４
と、を備え、第一～第四の接続部材２１，２２，２３，
２４は、各々が接続する斜材の他端と柱Ｃ１，Ｃ２との
相対移動によって減衰力を発揮する減衰手段を有して構
成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右一対の鉛直部材と上側の水平部材及び下側の水平部材とで囲まれた矩形枠内部に設
けられる架構体であって、
　前記一対の鉛直部材のうちの一方の上端部に一端が接続されて他端側が他方の鉛直部材
に向かって斜め下方に延びる第一斜材と、
　前記一対の鉛直部材のうちの他方の上端部に一端が接続されて他端側が一方の鉛直部材
に向かって斜め下方に延びる第二斜材と、
　前記一対の鉛直部材のうちの一方の下端部に一端が接続されて他端側が他方の鉛直部材
に向かって斜め上方に延びる第三斜材と、
　前記一対の鉛直部材のうちの他方の下端部に一端が接続されて他端が一方の鉛直部材に
向かって斜め上方に延びる第四斜材と、
　前記他方の鉛直部材における長手方向中央よりも下側の中間位置に設けられて該他方の
鉛直部材に前記第一斜材の他端を接続する第一接続部材と、
　前記一方の鉛直部材における長手方向中央よりも下側の中間位置に設けられて該一方の
鉛直部材に前記第二斜材の他端を接続する第二接続部材と、
　前記他方の鉛直部材における長手方向中央よりも上側の中間位置に設けられて該他方の
鉛直部材に前記第三斜材の他端を接続する第三接続部材と、
　前記一方の鉛直部材における長手方向中央よりも上側の中間位置に設けられて該一方の
鉛直部材に前記第四斜材の他端を接続する第四接続部材と、
を備え、
　前記第一接続部材、前記第二接続部材、前記第三接続部材、及び前記第四接続部材は、
各々が接続する斜材の他端と鉛直部材との相対移動によって減衰力を発揮する減衰手段を
有して構成されていることを特徴とする架構体。
【請求項２】
　前記第一斜材と前記第二斜材との交差部、前記第一斜材と前記第三斜材との交差部、第
二斜材と前記第四斜材との交差部、及び前記第三斜材と前記第四斜材との交差部、のうち
少なくとも一の交差部には、交差する斜材同士を接続する交差接続部が設けられているこ
とを特徴とする請求項１に記載の架構体。
【請求項３】
　前記第一接続部材、前記第二接続部材、前記第三接続部材、及び前記第四接続部材は、
　前記鉛直部材に固定されるベース部材と、
　前記第一斜材、前記第二斜材、前記第三斜材、又は前記第四斜材の他端に固定されて前
記ベース部材と相対移動自在な移動部材と、
　前記ベース部材と前記移動部材との相対移動によって減衰力を発揮する前記減衰手段で
ある粘弾性体と、
を備えて構成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の架構体。
【請求項４】
　前記第一斜材、前記第二斜材、前記第三斜材、及び前記第四斜材は、それぞれ木製、竹
製、金属製、又は樹脂製であるか、あるいは該素材のうちから複数の素材を複合した複合
材料製であることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の架構体。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の架構体を骨組み内に備えたことを特徴とする建物
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、架構体及び建物に係り、詳しくは、左右一対の鉛直部材と上側の水平部材及
び下側の水平部材とで囲まれた矩形枠内部に設けられる架構体、及び該架構体を備えた建
物に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の骨組み（一対の鉛直部材と一対の水平部材とで囲まれた矩形状の枠組み）
内部に設けられる架構体として、一対の鉛直部材のうちの一方の上端部から他方の下端部
まで延びる主斜材と、他方の鉛直部材の上端部から斜め下方に延びて主斜材まで延びる上
側斜材と、一方の鉛直部材の下端部から斜め上方に延びて主斜材まで延びる下側斜材と、
を備えたものが本件出願人によって提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載の架構体では、上側斜材と下側斜材とが主斜材の中央から上下に偏心
して接続されているので、建物に水平力が作用した場合には、主斜材と上側斜材及び下側
斜材とがそれぞれ筋交いとして軸力を負担し、水平力に抵抗するとともに、上側斜材及び
下側斜材が負担する軸力によって主斜材に曲げモーメントとせん断力とが生じることとな
る。このように主斜材が軸力材と同時に曲げ材として機能することで、Ｘ型の筋交いを用
いた軸力構造と比較して、架構体の水平剛性を抑制しつつ、曲げ変形による靱性を高める
ことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２１４５１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来の架構体ように、一対の鉛直部材に亘って設けられた主斜材が筋交いと
して機能する構造では、架構体の初期剛性が高くなる傾向にあることから、鉛直部材の上
下端部の定着部や、鉛直部材と水平部材の接合部、主斜材と鉛直部材の接続部等の部位に
応力が集中しやすくなる。このため、特定部位に応力が集中することを抑制して特定部位
の損傷を抑制するとともに、架構体や骨組みの構造性能を高めることができる構造が望ま
れている。
【０００６】
　したがって、本発明は、損傷を抑制するとともに構造性能をより一層向上させることが
できる架構体及び建物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の架構体は、左右一対の鉛直部材と上側の水
平部材及び下側の水平部材とで囲まれた矩形枠内部に設けられる架構体であって、前記一
対の鉛直部材のうちの一方の上端部に一端が接続されて他端側が他方の鉛直部材に向かっ
て斜め下方に延びる第一斜材と、前記一対の鉛直部材のうちの他方の上端部に一端が接続
されて他端側が一方の鉛直部材に向かって斜め下方に延びる第二斜材と、前記一対の鉛直
部材のうちの一方の下端部に一端が接続されて他端側が他方の鉛直部材に向かって斜め上
方に延びる第三斜材と、前記一対の鉛直部材のうちの他方の下端部に一端が接続されて他
端が一方の鉛直部材に向かって斜め上方に延びる第四斜材と、前記他方の鉛直部材におけ
る長手方向中央よりも下側の中間位置に設けられて該他方の鉛直部材に前記第一斜材の他
端を接続する第一接続部材と、前記一方の鉛直部材における長手方向中央よりも下側の中
間位置に設けられて該一方の鉛直部材に前記第二斜材の他端を接続する第二接続部材と、
前記他方の鉛直部材における長手方向中央よりも上側の中間位置に設けられて該他方の鉛
直部材に前記第三斜材の他端を接続する第三接続部材と、前記一方の鉛直部材における長
手方向中央よりも上側の中間位置に設けられて該一方の鉛直部材に前記第四斜材の他端を
接続する第四接続部材と、を備え、前記第一接続部材、前記第二接続部材、前記第三接続
部材、及び前記第四接続部材は、各々が接続する斜材の他端と鉛直部材との相対移動によ
って減衰力を発揮する減衰手段を有して構成されていることを特徴とする。
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【０００８】
　このような本発明の架構体によれば、第一～第四の斜材の他端がそれぞれ鉛直部材に対
して第一～第四の接続部材によって接続され、第一～第四の接続部材が鉛直部材の中間位
置に設けられていることで、従来の架構体における主斜材ように第一～第四の斜材が筋交
いとして機能することがなく、この架構体の初期剛性を抑制することができる。さらに、
第一接続部材（第一斜材の他端）と第三接続部材（第三斜材の他端）とが他方の鉛直部材
の長手方向中央を挟んで上下に離隔して設けられ、第二接続部材（第二斜材の他端）と第
四接続部材（第四斜材の他端）とが一方の鉛直部材の長手方向中央を挟んで上下に離隔し
て設けられているので、第一～第四の斜材が負担する軸力が鉛直部材の異なる位置に伝達
され、特定部位への応力の集中を抑制することができる。
【０００９】
　また、第一～第四の斜材からの軸力が中間位置に作用することによって鉛直部材に曲げ
モーメントが生じることとなるが、この曲げ変形は、作用する外力によって骨組みに生じ
る応力とは逆向きになることから、骨組みの変形が抑制され、すなわち骨組みの見かけの
剛性を高めることができる。さらに、第一～第四の接続部材が減衰手段を有し、第一～第
四の斜材と鉛直部材との相対移動によって減衰手段が減衰力を発揮することで、そのエネ
ルギー吸収によって架構体及び骨組みの損傷を抑制することができる。従って、架構体の
初期剛性を抑制したことによって外力の加速度入力を低下させつつ、骨組みの見かけの剛
性向上によって変形を抑制して復元力を維持し、減衰手段のエネルギー吸収によって損傷
を抑制することができるので、骨組み全体としての構造性能を向上させることができる。
【００１０】
　請求項２に記載の架構体は、請求項１に記載された架構体において、前記第一斜材と前
記第二斜材との交差部、前記第一斜材と前記第三斜材との交差部、第二斜材と前記第四斜
材との交差部、及び前記第三斜材と前記第四斜材との交差部、のうち少なくとも一の交差
部には、交差する斜材同士を接続する交差接続部が設けられていることが好ましい。
【００１１】
　このような構成によれば、第一～第四の斜材の交差部のうち少なくとも１箇所において
、斜材同士が交差接続部によって接続されていることで、斜材が圧縮材となる際の座屈強
度を高めることができ、斜材の断面寸法を縮小して材料コストを抑制することができる。
また、交差接続部を設ける箇所やその設置数を適宜に設定することで、架構体の水平剛性
を調節することができ、耐震、耐風設計の自由度を向上させることができる。
【００１２】
　請求項３に記載の架構体は、請求項１又は２に記載された架構体において、前記第一接
続部材、前記第二接続部材、前記第三接続部材、及び前記第四接続部材は、前記鉛直部材
に固定されるベース部材と、前記第一斜材、前記第二斜材、前記第三斜材、又は前記第四
斜材の他端に固定されて前記ベース部材と相対移動自在な移動部材と、前記ベース部材と
前記移動部材との相対移動によって減衰力を発揮する前記減衰手段である粘弾性体と、を
備えて構成されていることが好ましい。
【００１３】
　このような構成によれば、ベース部材と移動部材との相対移動によって粘弾性体が減衰
力を発揮することで、エネルギー吸収性能を高めて構造性能をより一層向上させることが
できる。また、粘弾性体を有した各接続部材によって第一～第四の斜材の他端が鉛直部材
に接続されることで、架構体の水平剛性をさらに抑制することができ、骨組みに入力する
外力の加速度を低減させることができる。
【００１４】
　請求項４に記載の架構体は、請求項１～３のいずれか一項に記載の架構体において、前
記第一斜材、前記第二斜材、前記第三斜材、及び前記第四斜材は、それぞれ木製、竹製、
金属製、又は樹脂製であるか、あるいは該素材のうちから複数の素材を複合した複合材料
製であることが好ましい。
【００１５】
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　このような構成によれば、建物の構造種別や規模に応じて適切な素材を選択し、素材の
強度や変形性能に応じた構造性能の架構体を構成することができる。ここで、例えば、木
造住宅等の比較的小規模な建物においては、第一～第四の斜材を木製又は竹製とすること
で、比較的安価に架構体を構成することができる。一方、鉄骨造のビル等の場合には、第
一～第四の斜材を鋼製やその他金属製とすることで、強度を高めて大きな水平力を負担さ
せることができる。
【００１６】
　請求項５に記載の建物は、請求項１～４のいずれか一項に記載の架構体を骨組み内に備
えたことを特徴とする。
【００１７】
　ここで、本発明の建物としては、その用途（住宅、店舗、商業ビル、工場、倉庫など）
や、規模（建築面積、容積、階数など）、構造種別（木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造
など）は、いずれも限定されず、各種の建物に対して本発明の架構体を適用することがで
きる。また、本発明において、鉛直部材とは、柱等の鉛直方向に延びて設けられる部材を
意味し、水平部材とは、梁や基礎、土台等の水平方向に延びて設けられる部材を意味する
が、ここでの鉛直方向や水平方向としては、多少の傾きを有した方向をも含むものである
。
【発明の効果】
【００１８】
　以上の本発明によれば、架構体の水平剛性を抑制して骨組みや建物への入力加速度を低
減させるとともに、鉛直部材の逆方向曲げ変形による見かけの剛性向上によって骨組みの
復元力を高め、さらに、減衰手段のエネルギー吸収によって応答を抑制することができる
ので、骨組み全体としての構造性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一実施形態に係る架構体を適用した骨組みを示す正面図である。
【図２】前記架構体の一部を拡大して示す正面図である。
【図３】本発明の第二実施形態に係る架構体を適用した骨組みを示す正面図である。
【図４】前記架構体の一部を拡大して示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の第一実施形態に係る架構体を適用した建物の骨組みを、図１、図２に基
づいて説明する。本実施形態の架構体１０を用いた建物の骨組み１は、例えば、戸建て住
宅やアパート等の建物であって、木造軸組み構造かつ２階～３階建ての比較的小規模な建
物に適用されるものである。
【００２１】
　骨組み１は、複数の鉛直部材としての柱Ｃ１，Ｃ２と、これらの柱Ｃ１，Ｃ２の上端部
を連結して水平方向に延びる上側の水平部材としての梁Ｇ１と、柱Ｃ１，Ｃ２の下端部を
連結して水平方向に延びる下側の水平部材としての基礎梁Ｇ２と、を有して構成されてい
る。基礎梁Ｇ２は、鉄筋コンクリート製の基礎Ｆの上部に固定されている。なお、下側の
水平部材は、基礎梁に限らず、一般の梁であってもよい。そして、架構体１０は、左右一
対の柱Ｃ１，Ｃ２と上下の梁Ｇ１及び基礎梁Ｇ２とで囲まれた矩形枠Ｗの内部に設けられ
、建物に作用する水平力（地震荷重や風荷重）を主に負担するものであって、建物の骨組
み１における複数個所にバランスよく設けられている。
【００２２】
　柱Ｃ１，Ｃ２は、角形断面を有した杉の集成材等の木材で構成され、例えば、１０５ｍ
ｍｘ１０５ｍｍの断面寸法を有して形成されている。梁Ｇ１は、角形断面を有した杉の集
成材等の木材で構成され、例えば、１０５ｍｍｘ１８０ｍｍの断面寸法を有して形成され
ている。基礎梁Ｇ２は、角形断面を有した杉の集成材等の木材で構成され、例えば、１０
５ｍｍｘ１０５ｍｍの断面寸法を有して形成されている。柱Ｃ１，Ｃ２の下端部は、基礎
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Ｆから基礎梁Ｇ２を貫通して設けられる定着部材Ｂ１によって基礎梁Ｇ２に接合されてい
る。柱Ｃ１，Ｃ２の上端部は、梁Ｇ１に固定されるか又は梁Ｇ１を貫通して上階の柱（不
図示）に固定される定着部材Ｂ２によって梁Ｇ１に接合されている。これらの定着部材Ｂ
１，Ｂ２は、例えば、３０ｍｍの径寸法を有したホールダウン金物やアンカーボルト等が
利用可能である。
【００２３】
　架構体１０は、左右一対の柱Ｃ１，Ｃ２のうち、一方（図１の左側）の柱Ｃ１の上端部
から他方（図１の右側）の柱Ｃ２の中間部まで延びる第一斜材１１と、他方の柱Ｃ２の上
端部から一方の柱Ｃ１の中間部まで延びる第二斜材１２と、一方の柱Ｃ１の下端部から他
方の柱Ｃ２の中間部まで延びる第三斜材１３と、他方の柱Ｃ２の下端部から一方の柱Ｃ１
の中間部まで延びる第四斜材１４と、を備えている。第一斜材１１の一端部１１Ａは、接
合金物１５によって柱Ｃ１の上端部に接続され、第二斜材１２の一端部１２Ａは、接合金
物１６によって柱Ｃ２の上端部に接続され、第三斜材１３の一端部１３Ａは、接合金物１
７によって柱Ｃ１の下端部に接続され、第四斜材１４の一端部１４Ａは、接合金物１８に
よって柱Ｃ２の下端部に接続されている。
【００２４】
　第一斜材１１、第二斜材１２、第三斜材１３、及び第四斜材１４は、それぞれ角形断面
を有した杉の集成材等の木材で構成され、例えば、１０５ｍｍｘ４５ｍｍの断面寸法を有
して形成されている。すなわち、第一～第四斜材１１，１２，１３，１４は、矩形枠Ｗの
面内方向の幅寸法（見付寸法）が１０５ｍｍ、矩形枠Ｗの面直交方向（図１の紙面直交方
向）の幅寸法（見込寸法）が４５ｍｍの断面寸法を有している。第一～第四の斜材１１，
１２，１３，１４と、接合金物１５，１６，１７，１８とは、それぞれボルト及びナット
からなる接合部材１５Ａ，１６Ａ，１７Ａ，１８Ａによって互いにピン接合されている。
【００２５】
　また、第一斜材１１及び第四斜材１４は、矩形枠Ｗの面直交方向一方側（図１の紙面手
前側）に設けられ、第二斜材１２及び第三斜材１３は、矩形枠Ｗの面直交方向他方側（図
１の紙面奥側）に設けられ、第一斜材１１と第二斜材１２とは交差部１９Ａで交差し、第
一斜材１１と第三斜材１３とは交差部１９Ｂで交差し、第二斜材１２と第四斜材１４とは
交差部１９Ｃで交差し、第三斜材１３と第四斜材１４とは交差部１９Ｄで交差して設けら
れている。各交差部１９Ａ，１９Ｂ，１９Ｃ，１９Ｄにおいて、斜材１１，１２，１３，
１４同士は互いに接続されておらず、応力が伝達されないようになっている。
【００２６】
　また、架構体１０は、第一斜材１１の他端部１１Ｂを他方の柱Ｃ２の中間部に接続する
第一接続部材２１と、第二斜材１２の他端部１２Ｂを一方の柱Ｃ１の中間部に接続する第
二接続部材２２と、第三斜材１３の他端部１３Ｂを他方の柱Ｃ２の中間部に接続する第三
接続部材２３と、第四斜材１４の他端部１４Ｂを一方の柱Ｃ１の中間部に接続する第四接
続部材２４と、を備えている。第一接続部材２１は、他方の柱Ｃ２における長手方向中央
よりも下側の中間位置に設けられ、第二接続部材２２は、一方の柱Ｃ１における長手方向
中央よりも下側の中間位置に設けられ、第三接続部材２３は、他方の柱Ｃ２における長手
方向中央よりも上側の中間位置に設けられ、第四接続部材２４は、一方の柱Ｃ１における
長手方向中央よりも上側の中間位置に設けられている。
【００２７】
　すなわち、第一接続部材２１と第三接続部材２３とは、他方の柱Ｃ２における長手方向
中央を挟んで上下に離隔して設けられており、これらの第一接続部材２１と第三接続部材
２３との離隔距離は、柱Ｃ２の長さ寸法の略１／３に設定されている。従って、柱Ｃ２の
下端部における接合金物１８から第一接続部材２１までの距離、第一接続部材２１と第三
接続部材２３との離隔距離、及び、柱Ｃ２の上端部における接合金物１６から第三接続部
材２３までの距離は、それぞれ略等距離に設定されている。また、第二接続部材２２と第
四接続部材２４とは、一方の柱Ｃ１における長手方向中央を挟んで上下に離隔して設けら
れており、これらの第二接続部材２２と第四接続部材２４との離隔距離は、柱Ｃ１の長さ
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寸法の略１／３に設定されている。従って、柱Ｃ１の下端部における接合金物１７から第
二接続部材２２までの距離、第二接続部材２２と第四接続部材２４との離隔距離、及び、
柱Ｃ１の上端部における接合金物１５から第四接続部材２４までの距離は、それぞれ略等
距離に設定されている。
【００２８】
　第一接続部材２１、第二接続部材２２、第三接続部材２３、及び第四接続部材２４は、
それぞれ同一形状、同一機能を有した部材であるため、以下では図２に示す第四接続部材
２４に基づいて説明する。第四接続部材２４は、柱Ｃ１に固定されるベース部材３１と、
第四斜材１４の他端部１４Ｂに固定されてベース部材３１と相対移動自在な移動部材３２
と、ベース部材３１と移動部材３２との相対移動によって減衰力を発揮する粘弾性体（減
衰手段）３３と、を備えて構成されている。
【００２９】
　ベース部材３１は、柱Ｃ１の側面に沿って固定される平板状の第一ベース板３１Ａと、
この第一ベース板３１Ａを覆って固定される側面凹字状の第二ベース板３１Ｂと、これら
を柱Ｃ１に固定するビス３１Ｃと、を有して構成されている。移動部材３２は、底面部３
２Ａと、この底面部３２Ａの両端縁から立ち上がる一対の側面部３２Ｂと、を有して断面
コ字形に形成され、複数のビス３２Ｃによって第四斜材１４に固定されている。この移動
部材３２は、底面部３２Ａが第一ベース板３１Ａと第二ベース板３１Ｂとの間に挿通され
ることで、ベース部材３１に対して柱Ｃ１の長手方向（上下方向）に沿って相対移動自在
に設けられている。
【００３０】
　粘弾性体３３は、第一ベース板３１Ａと底面部３２Ａとの間、及び第二ベース板３１Ｂ
の対向面部３１Ｄと底面部３２Ａとの間、即ち底面部３２Ａの表裏に一対で設けられてい
る。この粘弾性体３３は、ベース部材３１と移動部材３２との相対移動によってせん断変
形し、この変形によって減衰力を発揮可能に構成されている。また、第二ベース板３１Ｂ
は、移動部材３２の底面部３２Ａを挿通させる隙間の端部を構成する上下の段部３１Ｅを
有し、この段部３１Ｅと底面部３２Ａとの間に、移動部材３２が移動可能なクリアランス
が設けられている。従って、移動部材３２は、上方及び下方に向かってそれぞれクリアラ
ンスの距離だけ移動可能に構成されており、その距離を移動したら段部３１Ｅに当接する
ことで、それ以上の移動が規制されている。即ち、段部３１Ｅによって、移動部材３２の
移動を所定範囲内に規制する移動規制部が構成されている。
【００３１】
　以上の骨組み１及び架構体１０において、各部の寸法としては、例えば、左右の柱Ｃ１
，Ｃ２の間隔である柱スパンが９１０ｍｍ、梁Ｇ１の下端と基礎梁Ｇ２の上端との距離で
ある内法高さが２７００ｍｍに設定されている。また、柱Ｃ１において接合金物１７と第
二接続部材２２との離隔距離、第二接続部材２２と第四接続部材２４との離隔距離、及び
、接合金物１５と第四接続部材２４との離隔距離は、例えば７３０ｍｍの略等距離に設定
され、柱Ｃ２おいて接合金物１８と第一接続部材２１との離隔距離、第一接続部材２１と
第三接続部材２３との離隔距離、及び、接合金物１６と第三接続部材２３との離隔距離は
、例えば７３０ｍｍの略等距離に設定されている。なお、第一接続部材２１、第二接続部
材２２、第三接続部材２３、及び第四接続部材２４の位置は、後述するように、柱Ｃ１，
Ｃ２に曲げ変形を生じさせる位置であればよく、第二接続部材２２と第四接続部材２４と
の離隔距離、及び第一接続部材２１と第三接続部材２３との離隔距離がそれぞれ内法高さ
の１／４以上かつ１／２以下程度に設定されていればよい。
【００３２】
　次に、架構体１０の作用について説明する。建物に地震等の外力が入力した場合、骨組
み１をせん断変形させるような水平力が作用する。例えば、図１において、梁Ｇ１位置に
左から右に向かう水平力が作用した場合には、第一斜材１１と第四斜材１４に圧縮の軸力
が生じ、第二斜材１２と第三斜材１３とに引張の軸力が生じる。この軸力により、第一接
続部材２１、第二接続部材２２、第三接続部材２３、及び第四接続部材２４のそれぞれに
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おいて、ベース部材３１に対して移動部材３２が相対移動し、粘弾性体３３にせん断変形
が生じ、これによって粘弾性体３３が減衰力を発揮する。このように作用する水平力が微
小で、骨組み１のせん断変形が小さい範囲（例えば、層間変形角が１／２００程度）では
、移動部材３２の移動が段部３１Ｅによって規制されず、粘弾性体３３による減衰力が発
揮されてエネルギー吸収が行われ、建物の振動が抑制できるようになっている。
【００３３】
　次に、外力レベルが上がって骨組み１に作用する水平力が大きくなり、骨組み１のせん
断変形がある程度まで大きくなった場合（例えば、層間変形角が１／１００程度）には、
第一接続部材２１、第二接続部材２２、第三接続部材２３、及び第四接続部材２４のそれ
ぞれにおいて、移動部材３２がクリアランスの距離だけ移動し、ベース部材３１の段部３
１Ｅに当接することで移動が規制される。従って、第一斜材１１、第二斜材１２、第三斜
材１３、及び第四斜材１４の軸力が第一接続部材２１、第二接続部材２２、第三接続部材
２３、及び第四接続部材２４を介して柱Ｃ１，Ｃ２に直接伝達され、その軸力によって柱
Ｃ１，Ｃ２に曲げモーメントが発生する。このように柱Ｃ１，Ｃ２に発生する曲げモーメ
ントは、水平力によって骨組み１に発生する応力及び変形とは逆向きとなるため、柱Ｃ１
，Ｃ２がＳ字形に変形する。すなわち、水平力によって骨組み１に生じる変形と、架構体
１０によって柱Ｃ１，Ｃ２に生じる曲げモーメントとは、互いに打ち消し合う方向に作用
することとなるため、骨組み１の見かけの剛性が高くなって層間変位が抑制されることと
なる。
【００３４】
　以上の本実施形態によれば、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４の他端部１１Ａ
，１２Ａ，１３Ａ，１４Ａがそれぞれ柱Ｃ１，Ｃ２に対して第一～第四の接続部材２１，
２２，２３，２４によって接続され、第一～第四の接続部材２１，２２，２３，２４が柱
Ｃ１，Ｃ２の中間位置に設けられていることで、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１
４が筋交いとして機能することがなく、架構体１０の初期剛性を抑制することができる。
さらに、第一接続部材２１と第三接続部材２３とが柱Ｃ２の長手方向中央を挟んで上下に
離隔して設けられ、第二接続部材２２と第四接続部材２４とが柱Ｃ１の長手方向中央を挟
んで上下に離隔して設けられているので、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４が負
担する軸力が柱Ｃ１，Ｃ２の異なる位置に伝達され、特定部位への応力の集中を抑制する
ことができる。
【００３５】
　また、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４からの軸力が中間位置に作用すること
によって柱Ｃ１，Ｃ２に曲げモーメントが生じることで、骨組み１の見かけの剛性を高め
て層間変位を抑制することができる。さらに、第一～第四の接続部材２１，２２，２３，
２４が減衰手段である粘弾性体３３を有し、ベース部材３１と移動部材３２との相対移動
によって粘弾性体３３が減衰力を発揮することで、そのエネルギー吸収によって架構体１
０及び骨組み１の損傷を抑制することができる。従って、架構体１０の初期剛性を抑制し
たことによって外力の加速度入力を低下させつつ、骨組み１の見かけの剛性向上によって
変形を抑制して復元力を維持し、粘弾性体３３のエネルギー吸収によって損傷を抑制する
ことができるので、骨組み１全体としての構造性能を向上させることができる。
【００３６】
　次に、本発明の第二実施形態に係る架構体１０Ａについて、図３、図４に基づいて説明
する。本実施形態の架構体１０Ａは、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４及び第一
～第四の接続部材２１，２２，２３，２４の構成が前記第一実施形態と相違し、その他の
構成は第一実施形態と略同様である。以下、第一実施形態と同一又は同様の構成について
は同一の符号を付し、説明を省略又は簡略するとともに、相違点について詳しく説明する
。
【００３７】
　本実施形態において、第一斜材１１、第二斜材１２、第三斜材１３、及び第四斜材１４
は、それぞれ角形中空断面を有した鋼材で構成され、例えば、６０ｍｍｘ３０ｍｍの断面
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寸法及び１．６ｍｍの板厚を有して形成されている。すなわち、第一～第四斜材１１，１
２，１３，１４は、矩形枠Ｗの面内方向の幅寸法（見付寸法）が１６０ｍｍ、矩形枠Ｗの
面直交方向（図３の紙面直交方向）の幅寸法（見込寸法）が３０ｍｍの断面寸法を有して
いる。また、第一斜材１１と第二斜材１２とは交差部１９Ａで交差し、第一斜材１１と第
三斜材１３とは交差部１９Ｂで交差し、第二斜材１２と第四斜材１４とは交差部１９Ｃで
交差し、第三斜材１３と第四斜材１４とは交差部１９Ｄで交差して設けられている。各交
差部１９Ａ，１９Ｂ，１９Ｃ，１９Ｄにおいて、斜材１１，１２，１３，１４同士はボル
ト及びナットからなる交差接続部２０によって互いにピン接合されている。
【００３８】
　第一接続部材２１、第二接続部材２２、第三接続部材２３、及び第四接続部材２４は、
図４に示すように、ベース部材３１と、移動部材３２と、粘弾性体（減衰手段）３３と、
を備えて構成されている。移動部材３２の一対の側面部３２Ｂと、第一～第四の斜材１１
，１２，１３，１４の他端部とは、ボルト及びナットからなる接合部材３２Ｄによって互
いにピン接合されている。このような第一～第四の接続部材２１，２２，２３，２４では
、前記第一実施形態と同様に、第一～第四斜材１１，１２，１３，１４の軸力により、ベ
ース部材３１に対して移動部材３２が相対移動し、粘弾性体３３にせん断変形が生じるこ
とによって減衰力を発揮し、エネルギー吸収が行われるようになっている。
【００３９】
　以上の本実施形態によれば、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４の交差部１９Ａ
，１９Ｂ，１９Ｃ，１９Ｄにおいて、斜材１１，１２，１３，１４同士が交差接続部２０
によって接続されていることで、斜材１１，１２，１３，１４が圧縮材となる際の座屈強
度を高めることができ、斜材１１，１２，１３，１４の断面寸法を縮小して材料コストを
抑制することができる。なお、交差接続部２０は、４箇所の交差部１９Ａ，１９Ｂ，１９
Ｃ，１９Ｄの全てに設けられるものに限られない。交差接続部２０の設置数を適宜に設定
することで、架構体１０Ａの水平剛性を調節することができ、耐震、耐風設計の自由度を
向上させることができる。
【００４０】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【００４１】
　例えば、前記実施形態では、柱Ｃ、梁Ｇ１、基礎梁Ｇ２が木製の木造建物における骨組
み１に対し、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４が集成材等の木材からなる架構体
１０、または第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４が鋼材からなる架構体１０Ａを設
けたが、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４を竹製や樹脂製としてもよいし、木製
や竹製と鉄骨製や樹脂製とを混合したものであってもよい。また、本発明の架構体は、２
～３階建ての戸建て住宅等の比較的小規模の建物に設けられるものに限らず、事務所ビル
や倉庫、校舎などにも適用可能である。さらに、本発明の架構体は、新築の建物の施工時
に骨組みに組み込まれるものに限らず、既存の建物に対して後から取り付けられる耐震補
強用の架構体としても利用可能である。
【００４２】
　また、前記実施形態では、第一～第四の接続部材２１，２２，２３，２４に設けられる
減衰手段として、粘弾性体が用いられていたが、減衰手段は粘弾性体に限らず、オイルダ
ンパーや摩擦ダンパー、弾塑性ダンパー等の任意の減衰装置が利用可能である。
【００４３】
　また、前記実施形態では、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４を柱Ｃ１，Ｃ２の
上端部または下端部に接合するものとして杓文字状の形状を有した接合金物１５，１６，
１７，１８を用いたが、接合金物の形状は特に限定されず、矩形状の金物を利用してもよ
い。さらに、第一～第四の斜材１１，１２，１３，１４を柱Ｃ１，Ｃ２の中間部に接続す
る接続部材２１，２２，２３，２４の形状も前記実施形態のものに限らず、適宜な減衰手
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段を組み込み可能な接続部材が利用可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　骨組み
　１０，１０Ａ　架構体
　１１　　第一斜材
　１２　　第二斜材
　１３　　第三斜材
　１４　　第四斜材
　１９Ａ，１９Ｂ，１９Ｃ，１９Ｄ　交差部
　２０　　交差接続部
　２１　　第一接続部材
　２２　　第二接続部材
　２３　　第三接続部材
　２４　　第四接続部材
　３１　　ベース部材
　３２　　移動部材
　３３　　粘弾性体（減衰手段）
　Ｃ１，Ｃ２　柱（鉛直部材）
　Ｇ１　　梁（水平部材）
　Ｇ２　　基礎梁（水平部材）
　Ｗ　　　矩形枠

【図１】 【図２】
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